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内
閣
府
「
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
沿
い
巨
大
地
震
検
討
会
報
告
」
と
日
本
原
燃
六
ヶ
所
再
処
理
工
場
の
耐
震
安

全
審
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

内
閣
府
の
「
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
沿
い
の
巨
大
地
震
モ
デ
ル
検
討
会
」
（
以
下
「
検
討
会
」
と
い
う
。
）
は
、
地
震
・
津

波
防
災
対
策
を
行
う
上
で
想
定
す
べ
き
最
大
ク
ラ
ス
の
地
震
・
津
波
断
層
モ
デ
ル
の
設
定
方
針
や
、
断
層
モ
デ
ル
に
よ
る
津

波
・
地
震
動
の
推
計
な
ど
の
検
討
結
果
を
、
二
〇
二
〇
年
四
月
公
表
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
日
本
原
燃
株
式
会
社
六
ヶ
所
再

処
理
工
場
（
以
下
、
再
処
理
工
場
と
い
う
。
）
が
存
在
す
る
青
森
県
六
ヶ
所
村
の
震
度
は
六
強
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に

建
物
や
機
器
が
対
応
で
き
る
の
か
憂
慮
さ
れ
る
。 

 

そ
こ
で
以
下
質
問
す
る
。 

一 

原
子
力
規
制
委
員
会
の
第
四
十
一
回
技
術
情
報
検
討
会
（
二
〇
二
〇
年
五
月
十
一
日
）
の
資
料
に
よ
る
と
、
青
森
県
六
ヶ

所
村
で
は
震
度
六
強
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
国
土
交
通
省
国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
が
公
開
し
た
震
度
と
加
速
度
の
対
応

表
で
は
、
震
度
六
強
は
最
大
加
速
度
範
囲
が
八
百
三
十
～
千
五
百
ガ
ル
程
度
と
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

再
処
理
工
場
は
、
当
初
基
準
地
震
動
三
百
七
十
五
ガ
ル
で
建
設
さ
れ
た
。
そ
の
後
二
〇
〇
七
年
に
四
百
五
十
ガ
ル
、
二
〇

一
四
年
に
六
百
ガ
ル
、
二
〇
一
八
年
に
七
百
ガ
ル
と
訂
正
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
再
処
理
工
場
の
基
準
地
震
動
は
、



 

２ 

 

内
閣
府
推
計
の
震
度
六
強
（
八
百
三
十
～
千
五
百
ガ
ル
）
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
る
。 

 
 

し
か
し
、
前
述
の
技
術
情
報
検
討
会
の
資
料
に
よ
る
と
、
本
件
地
震
想
定
に
お
い
て
も
、
再
処
理
工
場
に
つ
い
て
安
全
を

確
認
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

１ 

同
日
の
技
術
情
報
検
討
会
の
主
催
者
と
参
加
者
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

同
日
の
技
術
情
報
検
討
会
に
お
い
て
、
再
処
理
工
場
が
安
全
で
あ
る
と
判
断
し
た
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

３ 

技
術
情
報
検
討
会
の
結
論
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
決
定
事
項
と
受
け
と
め
て
差
し
支
え
な
い
か
。
原
子
力
規
制
委

員
会
の
決
定
事
項
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
法
的
根
拠
を
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。 

 

４ 

再
処
理
工
場
に
お
け
る
地
震
に
対
す
る
安
全
審
査
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
、
今
後
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
予
定
か
、
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

検
討
会
は
、
令
和
四
年
三
月
二
十
二
日
、
最
終
報
告
を
と
り
ま
と
め
公
表
し
て
い
る
。 

 

１ 

最
終
報
告
で
示
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
、
技
術
情
報
検
討
会
を
は
じ
め
と
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
に
お
い
て
、
再
処

理
工
場
の
安
全
性
に
つ
い
て
、
改
め
て
協
議
、
審
査
を
進
め
て
い
る
の
か
、
検
討
経
過
・
検
討
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

そ
の
過
程
で
、
原
子
力
規
制
委
員
会
と
し
て
、
再
処
理
工
場
の
安
全
性
へ
の
評
価
に
対
す
る
判
断
が
変
更
さ
れ
た
点
は



 

３ 

 

あ
る
か
。
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。 

三 
再
処
理
工
場
は
、
震
度
六
強
の
大
地
震
の
襲
来
に
備
え
、
第
三
者
を
交
え
た
公
正
か
つ
厳
重
な
耐
震
安
全
審
査
を
行
い
、

根
拠
資
料
や
議
事
録
を
公
開
し
、
近
隣
自
治
体
、
住
民
の
安
全
性
へ
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
、
再
処
理
工
場
稼
働
上
の
必
須

の
条
件
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


